
写真貼付用紙                                                    （さいたま市） 

 

※  写真には日付を入れてください。日付機能が付いていないカメラを使用する場合、黒板や紙等に日付を記入したもの 

を一緒に撮影してください。 

フ リ ガ ナ  被保険者番号      

被保険者氏名  改 修 箇 所  

改 

 

修 

 

前 

 
 

（写真貼付欄） 
 

改 

 

修 

 

後 

（写真貼付欄） 

ご確認ください 
 
● 完成後の状態を確認できる書類として「工事前・後の写真」が必要になります。 
  工事前の写真を撮り忘れないようにご注意ください。 
 
● 改修の前後が同一の場所か判断できない場合は、受理できません。 
  周囲にある建具やスイッチなど、改修により変化しないものを写真の中に収め、 
  同一角度で撮影するなどの工夫をしてください。 
  また、一カ所の工事につき写真は複数枚になっても構いませんので、必要であれば工事 
  経過を撮影するなど、分かりやすい写真を添付してください。 
 
● スロープや段差解消のための踏み台などは、固定してあることが支給の要件となります 
  ので、それが分かる写真を添付してください。 
 
● 段差の解消は、真上からの写真では判断できません。 
  段差が解消されたことがわかるように斜めから撮影するなどの工夫をしてください。 


